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(57)【要約】
【課題】
　簡単な製造の際に確実な予め決定できる作動態様が可
能であるように、物品を処理する装置を再現すること。
【解決手段】
　この発明は、物品の収容室（１３）が絶縁材料から成
る一つの壁（１１，１１ａ，１１ｂ，１２ａ，１２ｂ，
１２ｃ，１２ｄ，１２ｅ）により形成され、その室の外
面（１５）には少なくとも二つの電極（１６ａ，１６ｂ
）が配置されていて、物品の収容室内において放電によ
って物品（１４）を処理する装置（１０）に関する。こ
の発明は、壁（１１）の内面（２０）には両外部電極に
対して容量的に連結された少なくとも一つの逆電極（２
１）が固定式に配置されていることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品の収容室（１３）が絶縁材料から成る一つの壁（１１，１１ａ，１１ｂ，１２ａ，
１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ，１２ｅ）により形成され、その室の外面（１５）には少なくと
も二つの電極（１６ａ，１６ｂ）が配置されていて、物品の収容室内において放電によっ
て物品（１４）を処理する装置（１０）において、壁（１１）の内面（２０）には両外部
電極に対して容量的に連結された少なくとも一つの逆電極（２１）が固定式に配置されて
いることを特徴とする装置。
【請求項２】
　装置（１０）は物品（１４）の輸送容器として且つ貯蔵容器として或いはいずれか一方
の容器として形成されていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　壁（１１）は電極（２１，１６ａ，１６ｂ）を除いて物品（１４）の従来の包装によっ
て形成されていることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　壁（１１）は合成樹脂から、特にＰＥ，ＰＡ，ＰＶＣ，ＰＥＴなどから、或いは代わり
に特に紙、厚紙或いは板紙や合成樹脂を含有する結合材料から成ることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　壁（１１）はガス不透過性であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項６】
　装置（１０）は一回使用包装として構成されていることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　装置（１０）は複数回使用包装として構成されていることを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　二つの外部電極（１６ａ，１６ｂ）は電圧供給ユニット（１８）の接続接点（１９ａ，
１９ｂ）により接触できることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項９】
　壁（１１）は収容室（１３）に対する閉鎖可能な出入口を有することを特徴とする請求
項１乃至８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　出入口はドア或いはスライドファスナーにより形成されていることを特徴とする請求項
１乃至９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　壁（１１ａ，１１ｂ）は部分的に或いは全体的に柔軟に形成されていることを特徴とす
る請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　内部電極（２１）の内面及び縁辺又はそのいずれか一方（２２ａ，２２ｂ）は収容室（
１３）において自由に露出されていることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１３】
　内部電極（２１）は、内部電極（２１）の外部電極（１６ａ，１６ｂ）上への垂直投射
（図５）の場合には、内部電極（２１）の輪郭（３１）が実質的に完全に外部電極（１６
ａ，１６ｂ）の輪郭（３２）の内部にあるように位置され且つ寸法とされることを特徴と
する請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
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　内部電極（２１）は実質的にバーベル状に（図５）形成されていることを特徴とする請
求項１乃至１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　内部電極（２１）は互いに連結されている二つのヘッド（２９ａ，２９ｂ）を有するこ
とを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　ヘッド（２９ａ，２９ｂ）の表面は連動して対向位置する外部電極（１６ａ，１６ｂ）
の表面より小さいことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　内部電極（２１）、特に内部電極の少なくとも一つのヘッドが多数の方向変更箇所（３
３ａ，３３ｂ）をもつ外縁を有することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか一項に
、特に請求項１５或いは１６に記載の装置。
【請求項１８】
　内部電極（２１）は対称平面（Ｓ）に関して対称的に形成されていることを特徴とする
請求項１乃至１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　両外部電極（１６ａ，１６ｂ）は対称平面（Ｓ）に関して対称的に配置されていること
を特徴とする請求項１乃至１８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　収容室（１３）の内部には室外部より高い圧力が支配されていることを特徴とすること
を特徴とする請求項１乃至１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　収容室（１３）の内部には放電の作動の際に５０と１５０ｈＰａの間の圧力、特に大気
圧が支配されることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　放電はオゾン及び紫外線放射を収容室（１３）の内部に発生させることを特徴とする請
求項１乃至２１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　収容室（１３）は処理すべき物品を補助して、特に酸素含有ガスを備えるガス混合物、
例えば空気を含有することを特徴とする請求項１乃至２２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　収容室（１３）内の水蒸気含有量は特に水蒸気の供給によって上昇されていることを特
徴とすることを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２５】
　内部電極（２１）は直接に特に空隙を残すことなしに壁（１１）に取り付けられること
を特徴とする請求項１乃至２４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２６】
　外部電極（１６ａ，１６ｂ）は直接に特に空隙を残すことなしに壁（１１）に取り付け
られることを特徴とする請求項１乃至２５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　電極（２１，１６ａ，１６ｂ）は金属、特に銀、金、特殊鋼、アルミニューム、錫或い
は銅から、或いはこれらの金属の少なくとも一つをもつ合金から成ることを特徴とする請
求項１乃至２６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２８】
　少なくとも一つの電極（１６ａ，１６ｂ，２１）が壁に貼り付けられる金属箔により形
成されていることを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　少なくとも一つの電極（１６ａ，１６ｂ，２１）が壁に印刷されて、蒸着される、或い
はスパッター方法（ＰＶＤ）で塗布されていることを特徴とする請求項２７に記載の装置
。
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【請求項３０】
　少なくとも一つの電極はラベルの構成部材として形成されていることを特徴とする請求
項１乃至２９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３１】
　ラベルが壁に取り付けられることを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　少なくとも一つの電極は光学的に透明で且つ電気的に伝導する材料から、例えばインジ
ウム錫酸化物（ＩＴＯ）から成ることを特徴とする請求項１乃至２６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項３３】
　両外部電極（１６ａ，１６ｂ）の間には０．５と２０ｋＶの間の交流電圧が１００Ｈｚ
と１００ＭＨｚの間、特に１と３０ｋＨｚの間の周波数において印加されていることを特
徴とする請求項１乃至３２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３４】
　放電は表面障壁放電であることを特徴とする請求項１乃至３３のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項３５】
　放電は非熱的ガス放電であって、そのガス温度が電子温度より実質的に低いことを特徴
とする請求項１乃至３４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３６】
　壁の厚さ（Ｗ）は０．０５と５０ｍｍの間の値であることを特徴とする請求項１乃至３
５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３７】
　収容室（１３）の内部には、物品の加工状態、例えば物品の達成された殺菌程度を示す
表示手段、例えばリトマス紙が配置されていることを特徴とする請求項１乃至３６のいず
れか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、請求項１の上位概念に基づく放電によって物品を処理する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この特許出願の意味において物品の処理の下で特に種々の物品の保存、消毒、滅菌或い
は殺菌が理解されている。物品の場合には、例えば野菜或いは果物のような食料品が重要
であるが、しかし化粧品、医療装置なども重要である。
【０００３】
　しかしこの特許出願の意味において物品の処理は他の処理作用も包含し、この作用の場
合には、例えば物品が漂白されるか、または酸化される。結局、処理との概念は一般に物
品の表面修正も包含する。
【０００４】
　しかし特に専用ではない、この発明は、収容室に発生された放電によってオゾン及び紫
外線放射が物品の部分的或いは全体的滅菌の目的のために発生される装置に関する。この
種の処理は特に装置と日用品の場合には、医学的且つ医薬的分野から考慮され、しかし化
粧品や食料品の場合にも考慮される。
【０００５】
　医学的商品や消費物は殆どの場合に殺菌されなければならない。これは、すべての生き
ている微生物並びにその休眠状態（胞子）の滅殺と理解される。薬学的包装、化粧品、果
実、果物、或いは薬味のような食料品の場合には、しばしば病原細菌（バクテリア）の減
少（消毒／保存）で十分である。殺菌或いは消毒するために、放電の助けなしに加えられ
、放電の使用が殺菌物の材料と幾何学形状に基づく全連続的方法が利用される。古典的方
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法は過熱蒸気による処理（オートクレーブ、Ｔ＞１２１℃）である。受熱性材料、例えば
重合体を基礎とした合成樹脂の増加する使用に基づいて、低温で作動する「冷却」殺菌消
毒方法の必要性が存在する。これは、同様に最高５０℃にて処理されなければならない食
料品や化粧品の病原細菌負荷の減少のために適用される。
【０００６】
　全体的或いは部分的滅菌に対する重要な低温処理はエチレン酸化物（ＥＯ）殺菌、放射
性照射（β，γ照射）による或いは紫外線照射による殺菌である。その外に、二三年来、
ガスプラズマ殺菌はＨ2 Ｏ2 に基づく或いは過酸に基づく例えば米国特許第４６４３８７
６号明細書（特許文献１）により或いは欧州特許第０２７８６２３号明細書（特許文献２
）により、例えば米国特許第５０８４２３９号明細書（特許文献３）により或いは欧州特
許第０３８７０２２号明細書（特許文献４）により著しく重要になり、殺菌する作用は実
質的に微生物の胞子被膜を酸化するＨ2 Ｏ2 蒸気により行われる。室温にて使用され得る
異なる非常に強力な酸化剤はオゾン（Ｏ3 ）である。そのオゾンは、以前から水状溶液で
飲み水を滅菌するために、紙を塩素なしに漂白するために、或いはガスとしてあらゆる種
類の食料品のバクテリアを減少させるために並びに室内空気を洗浄して臭いを中和させる
ために、使用されている。オゾンは他の化学的酸化剤に対する価格の適正で環境にやさし
い代替物である、というのは、オゾンが空気に含有された酸素から発生され得て、毒性残
留物を発生しなく、むしろ処理後に再び酸素に分解するからである。医学的製品を殺菌す
るためにガス状オゾンは濃度が十分に高く且つ同時に比較的高い湿度（＞８５％）が存在
する（例えばIshizaki他著、「オゾンによるシラス胞子の不活性」J.Appl.Bacteriol.60,
第67ー72頁(1986)を参照) 場合に同様に使用され得る。
【０００７】
　オゾンにより殺菌する多数の公知の装置の場合には、オゾンは本来の処理室で発生され
なく、むしろ立体的にその処理室から分離したオゾン発生器で発生され、次に管や弁を介
して処理室に供給される。部分的になお臨床試験である例えば米国特許第３７１９０１７
号明細書（特許文献５）による或いは国際特許出願公開第０３／３９６０７号明細書（特
許文献６）による低圧方法並びに例えば米国特許第５８６８９９９号明細書（特許文献７
）による大気圧にて作動される方法が公知である。オゾンの発生は通常には酸素含有ガス
に於ける高電圧で励起された「絶縁的に損傷される放電」の作動により行われる。このタ
イプのガス放電は電極の現存電気絶縁に基づいて障壁放電と呼ばれる。障壁放電は酸素分
子を化学的に非常に活性原子酸素に分解し、その活性原子酸素がすぐにオゾン（Ｏ3 ）に
対する次の酸素分子と結合している。この反応は非常に迅速に且つ発熱を伴う。オゾンは
安定していなく、熱と触媒の影響下で（容器壁或いは殺菌物との接触）分解する。それ故
、電極間の流束と化学的反応によって生じる熱は直接にオゾンを分解するために寄与して
おり、それ故に、オゾンにより殺菌する種々の装置の場合には、例えば米国特許第５００
２７３８号明細書（特許文献８）と米国特許第５１６９６０６号明細書（特許文献９）を
参照して発生されたオゾン或いは放電電極を冷却することに特別に注意を向けられている
。
【０００８】
　滅菌や消毒に対する上記低温方法は次の欠点を有する：
・β照射とγ照射による殺菌は比較的に費用がかかり、厳しい安全措置を要する。この方
法による食料品の処理はドイツや他の国々では許可されていない。
・陰影効果に基づいて、紫外線照射は複雑で三次元的幾何学形状をもつ製品の処理のため
に使用され得ない。
・４．５バールにおける圧力室内のＥＯによる殺菌は実質的に三つの欠点を有する。
【０００９】
　１．純粋ＥＯが燃焼できる、それ故にＥＯがクロロフルオロカーボン（ＦＣＫＷｓ）と
混合される（１２％ＥＯ、８８％ＦＣＫＷｓ）。オゾン層の損傷に基づいてＦＣＫＷｓが
かなり禁止されるので、代替物が必要とされる。
【００１０】



(6) JP 2008-515616 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

　２．ＥＯは有毒で発癌性である。
【００１１】
　３．ＥＯの有毒性特性に基づいて殺菌物がおよそ１２－１５時間の処理後に空気により
洗浄されなければならない。これは大量の医学的製品の迅速な殺菌を阻止する。
【００１２】
◆ガスプラズマ殺菌或いはオゾン水蒸気殺菌の場合には、製品が特殊な真空室に置かれな
ければならない、というのは、処理はおよそ０．５バールから２０バールまでの圧力範囲
で行われるからである。このために、十分な濃度で有効な作用物質の供給と一緒に費用の
かかる真空技術（ポンプ、弁、圧力センサーなど）が必要である（蒸発器或いは昇華器、
例えば米国特許第５８７６６６６号明細書（特許文献１０）或いは例えば米国特許第５９
０４８９７号明細書（特許文献１１）を参照）。さらに、Ｈ2 Ｏ2 或いは過酸の使用の場
合には、加熱された室が十分な蒸気圧を保証ために必要である、或いはオゾン殺菌の場合
にはオゾンの分解を抑える電極の冷却が必要である。プラズマ殺菌の場合にはこのために
、プラズマの励起が通常には１３．５６ＭＨｚと２．４５ＧＨｚの周波数の際に行われる
、即ち装備では比較的高い高周波数発生器が同調ネットワークと一緒に一体化されなけれ
ばならない。
【００１３】
　その上、一般に、ガス状有効作用物質を使用する方法では、この作用物質が通例ではも
はや全処理室に供給されることを確認すべきである。医学的物品や製品の殺菌は通例では
処理後に微生物再成長を阻止するために包装で行われる。それ故に、この包装は半透明で
あり、即ち有効作用物質を透過し且つバクテリア胞子や微生物には不透過である孔を備え
ている。適切な材料は例えばタイベーク（Tyvek 登録商標: デュポン社) がある。それで
包装は有効作用物質の別の障害を意味し、有効作用物質の速過ぎる化学的分解或いは蒸気
凝固が包装の外面に起り得る。有効作用物質を発生器から処理室へ供給する場合には、頻
繁に供給管或いは弁の表面において有効作用物質の濃度の更なる損失を生じる。
【００１４】
　この発明は国際特許出願公開第０３／５９４００号明細書（特許文献１２）による装置
から出発する。これには物品を処理する、即ち物品を殺菌する装置が記載されており、こ
の装置では物品を殺菌するオゾンを発生させるために、放電が使用される。この刊行物の
図１によると、外面に二つの平らな電極が配置されている消毒容器が設けられている。こ
の容器の内部空間には、対応して平らで外部電極に平行な電極を備える電極構造が配置さ
れている。
【特許文献１】米国特許第４６４３８７６号明細書
【特許文献２】欧州特許第０２７８６２３号明細書
【特許文献３】米国特許第５０８４２３９号明細書
【特許文献４】欧州特許第０３８７０２２号明細書
【特許文献５】米国特許第３７１９０１７号明細書
【特許文献６】国際特許出願公開第０３／３９６０７号明細書
【特許文献７】米国特許第５８６８９９９号明細書
【特許文献８】米国特許第５００２７３８号明細書
【特許文献９】米国特許第５１６９６０６号明細書
【特許文献１０】米国特許第５８７６６６６号明細書
【特許文献１１】米国特許第５９０４８９７号明細書
【特許文献１２】国際特許出願公開第０３／５９４００号明細書
【特許文献１３】米国特許第４６６６６７９号明細書
【特許文献１４】欧州特許第０８６３７７２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　この発明は、先行技術から出発して、簡単な製造の際に確実な予め決定できる作動態様
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が可能であるように、請求項１の上位概念による物品を処理する装置を再現することを課
題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この発明はこの課題を請求項１の特徴事項により、特に特徴部分の特徴事項により解決
し、即ち壁の内面に少なくとも一つの容積的に両外部電極に連結された逆電極が固定式に
配置されていることを特徴としている。
【００１７】
　この発明の原理は、実質的に収容室の壁の外面に二つの電極を、壁の内面に一つの電極
を固定式に配置させることにある。内部電極は容量的に両外部電極と連結されている。こ
れは、両外部電極には交流電圧が印加でき、内部の容量的に連結された逆電極には外部電
極からの電圧が単に誘導される。内部電極が絶縁されて、同様に外部電極から分離して且
つ電圧供給ユニットから分離して配置されている。特に内部電極への電気的供給電線が設
けられていない。それ故に、電気的供給電線を通過案内する収容室の壁の穿孔が余計であ
る。
【００１８】
　内部電極が壁の内面に固定式に配置されていることによって、三つの電極の非常に正確
な位置決めが互いに可能である。壁の所定壁厚は外部電極の内部電極からの距離を非常に
正確に与える。それにより、非常に正確な程度に予め決定できる表面放電を形成する可能
性が生じる。この表面放電は内部電極の縁領域において、つまり直接に収容室内部で発火
するので、放電は直接に収容室内で物品を処理するために発火する。それ故に、滅菌や消
毒の場合において放電によって発生する紫外線照射或いはオゾンは直接に収容室内に配置
された物品上に作用できる。
【００１９】
　放電としてこの発明の装置は、障壁放電の特殊な技術的態様を意味し、表面障壁放電と
して参照される所謂表面放電を発生させる。この表面放電は最初にエス増田氏により述べ
られていた（エス増田外著、ＩＥＥＥ Trans. Ind. Appl. 24,第 223-231頁 1988 年、米
国特許第４６６６６７９号明細書（特許文献１３））。容積障壁放電とは異なって、放電
は互いに平行に配置された電極の間の隙間で発火しなく、むしろ電極の一方を絶縁する表
面や縁上で発火する。このタイプの障壁放電はオゾン発生の特に高い効率を特徴とする。
【００２０】
　それ故に、放電はこの発明による装置では、表面放電として形成されて、それ故に特許
文献12の図１の実施例において記載されている放電とは相違している。そこでは、両内部
電極と容器の壁の内面との間のそれぞれに強制的に存在する空隙に基づいて容積放電が重
要である。この種の容積放電の場合には、電極間の間隔が発生する放電にとって重要であ
るから、電極間の間隔が正確に保持されることが極めて重要である。この発明が出発する
先行技術の場合には、内部電極構造の位置決めが必要に正確な程度には高い費用でしかで
きない。
【００２１】
　特許文献12による装置の場合には、オゾンは確かに既に閉鎖容器で発生され、容器には
処理すべき物品が保持されている。無論、この種の障壁放電（容積放電）によって剛性壁
を備える容器が使用されなければならないことが条件付けられる：一様な放電を保証する
ために、内外部電極が互いに平行に整合されて、しっかりと固定されなければならない。
　　　
【００２２】
　しかし、これは、電極表面間の間隔の変更がこの種の放電への大きな影響を有しないか
ら、特に全電極面に沿って実際に実現することはない。　　
【００２３】
　オゾンにより物品を殺菌する欧州特許第０８６３７７２号明細書（特許文献１４）に記
載された装置の場合には、同様に収容室の壁の内面に固定式に配置された電極が設けられ
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ていない。ここでも、プラスチック容器に緩く設置された内部電極とこの図２による下電
極の絶縁壁の間に少なくとも小さい空隙を生じるさせて、この下電極にプラスチックバッ
クが載置する。それ故に、どのようにプラスチックバックをもつ内部電極が処理室内に固
定式に配置された平面状両電極が位置決めされるかに依存して、そこでは異なる放電が発
生される。
【００２４】
　この発明の装置は滅菌や消毒を行うのに使用する場合には比較的僅かな費用で且つ特別
な安全措置の留意なしに物品の処理を可能とする。この発明の装置による例えば食料品の
処理が認められている。
【００２５】
　滅菌や消毒を行うのに使用した装置の場合にはオゾンと紫外線照射が直接に収容室の内
部で発生されることによって、この発明の装置が複雑な三次元構造をもつ製品の処理も可
能とする。
【００２６】
　この発明の装置は十分に高い量のオゾンと紫外線照射を十分に長い時間にわたり閉鎖包
装内部に準備できるので、温度感知性の医学的製品の滅菌或いは包装内部に存在する化粧
品或いは食料品の消毒或いは部分滅菌が行われ得る。好ましくは包装内部の大気圧におけ
る処理が行われ得るので、費用のかかる真空解決策はなくて済む。この場合には、収容室
の壁は、特許文献12とは異なって、柔軟に形成され得るので、収容室の壁に対して多数の
材料が考慮でき、物品の従来の包装材料に助けを求められ得る。これは、輸送装置として
或いは物品の収容装置としてこの発明の装置の使用を可能とする。
【００２７】
　紫外線照射との組合せで有効作用物質、即ち例えばオゾンの発生は、例えば処理すべき
製品の包装内部で、つまり収容室内部で大気圧空気における放電によって起こる。このた
めに、例えばポリエチレン（ＰＥ）或いは他の重合体（ＰＡ，ＰＶＣ，ＰＥＴ，．．．）
のような合成樹脂から製造される包装の外部には少なくとも二つの金属電極が取り付けら
れるので、金属と絶縁物の間に空隙が生じない。これは、最も簡単な場合には、薄い金属
箔の貼り付けによって或いは印刷（スクリーン印刷など）或いはＰＶＤ（物理的蒸気沈殿
）方法による蒸着によって実現され得る。包装外面に取り付けられた電極は電圧供給ユニ
ットと電気的に接続され得て、この際に交流電圧が供給される。電圧の振幅は好ましくは
若干ｋＶから最高２０ｋＶまでであり、周波数は好ましくは１ー３０ｋＨｚである。外部
電極の互いの間隔は、最高に設定された電圧の際に外気では電気遮断が生じないように選
定されている。代用として或いは補充として、両外部電極間には電気遮断を阻止するため
に一つの絶縁部分、即ち絶縁障壁の電極が配置されている。　
【００２８】
　外部電極に対向位置する壁の内面には、逆電極として、例えば同様に銅箔或いはアルミ
ニュウム箔から成る金属構造が貼り付けられ、その箔は外部励起電極の寸法より僅かに少
ない寸法を有する。内部電極は容積的に連結された逆電極である。これは、電気的に「浮
遊する」、即ち包装の外部には、逆電極の金属接続電線が存在しない。外部電極と同様に
、この電極は直接に壁の内面に取り付けられる（貼り付けられ、印刷され、或いはＰＶＤ
蒸着法により塗布される）。点火磁界強さが達成されるとすぐに、プラズマは絶縁物に向
いている内部電極の縁に沿う遷移領域の形態で広がる。このプラズマは電子的に励起され
た分子や原子種、特に空気の酸素からのオゾンの再組合せによって自由電子、イオン、遊
離基（例えば原子酸素）及び紫外線照射を発生させる。発生されるオゾンの量は遷移領域
の長さに比例する。それ故に、容積的に連結された逆電極が出来るだけ長い縁辺を有する
ならば、有益である。
【００２９】
　所望の滅菌程度が達成されるまで、プラズマ発生は非常に長く作動される。これは、製
品の幾何学形状や表面性質及び使用分野に依存する。
【００３０】
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　例えば柔軟に形成された包装が処理すべき物品の表面の一部を覆って、滅菌を阻止する
ことを阻止するためには、直接に壁の閉鎖前に例えば溶接前に、空気或いは他の酸素含有
ガス混合物の吹き付けによって僅かな過圧が収容室に発生され得る。さらに、オゾン処理
の効率は、包装の内部の湿度の度合が溶接前に自由水霧或いは水滴による包装の洗浄によ
って上昇される。
【００３１】
　この発明の装置は、増田氏により公知の表面放電に関して明らかに修正されている表面
放電による放電の発生を可能とする。新たな電極幾何学形状は、収容室内部で特に高いオ
ゾン濃度をもつ特に効率的オゾン発生を可能とする。この方法の利点は、有効作用物質（
例えばオゾンと紫外線照射）がそれが必要とされる箇所に、つまり包装の内部に発生され
ることである。さらに、処理が大気圧にて行われ得る（価格と時間節約）ので、費用のか
かる真空技術が必要とされていない。
【００３２】
　有効作用物質は包装の内部のみに発生され、電圧供給の遮断後に自動的に分解される。
オゾンの分解のための半減期はおよそ２０分であり、即ち長い排気時間或いは換気時間と
空にする時間が省略される。Ｏ3 は有機物から酸素或いは酸化された分解製品に、即ち実
質的にＣＯ2 に分解するので、費用のかかる真空技術が必要とされていない。
【００３３】
　別の利点は、活性有効作用物質を製造して処理空間へ供給するために、労力が必要とさ
れていないことである。この費用節約に基づいて、この方法は僅かな価値を伴う製品にも
適している。
【００３４】
　別の利点は、放電が作動される必要な周波数範囲のネット部分（代表的に数ｋＨｚ）は
同調ネットワークをもつ高周波数発生器より著しく安い費用で発生され得ることである。
　　　
【００３５】
　この発明の別の利点は、特に柔軟な一回使用包装が使用され得ることである。例えば特
許文献12の図５と８による実施例により知られているように、剛性電極と内部電極の特殊
電流通過ガイドをもつ剛性容器に比べて、この発明の装置の場合には、ＰＥ箔、貼り付け
られた或いは印刷された電極をもつ材料から成る安価なリサイクル包装が使用され得る。
電極は、直接に包装に貼り付けられるラベルの構成部材である。内部電極及び外部電極は
ラベルの構成部材として構成され得る。
【００３６】
　本特許出願に特に記載された物品処理が滅菌或いはバクテリア減少、殺菌、消毒などを
強調することに注目すべきである。無論、一連の別の処理や放電が一つの役割を演じる特
に全く異なる種類の表面修正が考慮できる。この場合には、物品処理が放電の助けにより
行われる本特許出願の表現は、特に例えばオゾン或いは紫外線照射のような放電が二次製
品或いは作用を発生させることを意味する。しかし、物品処理が放電により行われるとい
う表現はそのような装置と処理状態を含めて、物品処理、特に物品表面が直接に放電によ
って、つまりプラズマによって行われる。
【００３７】
　放電がオゾン照射或いは紫外線照射を発生すべきである場合には、種々の物品の極めて
大抵の包装状況では収容室に空気が存在するから、特別な作用物質が収容室に収納される
必要がないことを注目すべきである。それ故に、この発明の装置は作用物質の分離した納
入を必要としていない。
【００３８】
　他の使用の場合には、収容室への作用物質の納入は例えばガス混合物或いはガスの形態
で確かに望まれ得て、有効である。
【００３９】
　この発明の装置は電圧供給ユニットと接続できる。これは、電圧供給ユニットが装置の
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直接な構成部材ではなく、むしろ例えば固定箇所に配置され得る。例えば物品の輸送容器
として形成され得る異なる装置は、放電を発生するために且つ物品を処理するために必要
に応じて電圧供給ユニットと接続され、処理の実施後に電圧供給ユニットから再び分離さ
れ、つまり分解され得る。
【００４０】
　この発明の好ましい構成によると、装置は輸送装置として及び物品の保存装置として又
はそのいずれか一方として形成されている。これにより、電極の配列にまで実質的に従来
の、つまり通常の輸送装置或いは物品、例えば食料品の保存装置をこの物品の処理装置と
して構成することが可能である。最も簡単な場合には、収容室を限定する壁が例えば合成
樹脂から成る従来の食料品包装には両外部電極と内部逆電極が固定される。物品は従来の
形式で包装され得て、この場合には、輸送装置は、他の言葉で言うと包装は従来の形式で
閉鎖され得るので、この形式で収容室に、つまり輸送包装の内部に存在する物品が耐久的
に保護されて収納される。物品の包装後に、つまりこの物品が閉鎖された輸送装置の内部
に存在するならば、収容室の電圧供給ユニットと外部電極との接触によって、放電が発生
され、滅菌或いは殺菌を実施するためにオゾンと紫外線照射を発生させる。特に壁がバク
テリア不透過に且つガス不透過に又はそのいずれか一方の不透過に形成されるならば、処
理の実施後に収容室にある物品の特に確実な保護が可能である。　
【００４１】
　物品の輸送装置として或いは保存装置としてのこの発明の装置の構成は、この種の装置
の考慮できる割安な製造を可能とし、従来の輸送装置或いは物品の保存装置に対して単に
補助的電極が取り付けられなければならない。この電極はしかし前もって記載されるよう
に、例えば金属箔として貼り付けられ得るから、従来の輸送包装と保存包装に比べて実際
にはほんの僅かな余分の費用が生じる。
【００４２】
　さらに、この発明の構成では、物品の分離した保存装置或いは分離した処理空間或いは
処理室が省略されるという利点が生じる。物品の保存と物品の処理は同じ容器内で行われ
得る。
【００４３】
　さらに、この発明の構成は、物品の処理が今や所謂「使用点」には実施され得て、つま
り物品がどっちみち存在する箇所では処理が実施され得るので、補助輸送費が省略できる
。それで、例えば果実の滅菌或いは殺菌は、果実がまさに収穫されたところで行われ、特
に直接に収容室、つまり包装に果実の納入後に且つ包装の全体閉鎖後に行われる。
【００４４】
　この場合には、本来の策略は、包装の壁が絶縁的に阻止された放電を発生させる絶縁障
壁を形成することにある。　
【００４５】
　この発明の別の好ましい構成によると、壁が電極を除いて物品の従来の包装により形成
されている。この発明の装置の構造に対する電極の配列はこの形式で非常に僅かな補助的
費用のみで済む。
【００４６】
　この発明の別の好ましい構成によると、壁は合成樹脂、特にＰＥ（ポリエチレン）、Ｐ
Ａ（ポリアミド）、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニール）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート
）などから成る。これは、従来の包装材料を使用する可能性を提供する。
【００４７】
　この発明の別の好ましい構成によると、壁はガス不透過である。これは、滅菌として実
施された処理の場合には、新たなバクテリア発生の危険が生じることなしに、収容室内部
に物品の耐久的に確実な納入を可能とする。
【００４８】
　この発明の別の好ましい構成によると、装置は一回使用包装として形成されている。こ
れは所定物品の包装の従来の取り扱いを可能とする。
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【００４９】
　この発明の別の好ましい構成によると、装置は複数回使用包装として形成されている。
これは、所定物品の際に有効に使用でき、より僅かな費用となり得る装置の再使用性を可
能とする。
【００５０】
　この発明の別の好ましい構成によると、両外部電極が電圧供給ユニットの接続接点と接
続できる。最も簡単な場合には、電圧供給ユニットは二つの接続電線を備えていて、この
場合には接続電線の端部が両外部電極と分解可能な電気接続できる接点を有する。同時に
、電気接続の実現により、機械的に分解可能な接続が行われることが企図され得る。
【００５１】
　外部両電極が壁の外面に固定式に配置されていて、例えば外部に開放する外面を有する
場合には、電圧供給ユニットの接続接点は例えば磁石の助けにより両外部電極との直接に
接触する接点にもたらされ得る。この場合には、収容室を制限する壁が柔軟に形成され得
ることが特に重要である。
【００５２】
　この発明の代用的実施態様の場合には、外部電極が電圧供給ユニットの供給電線の接続
接点と直接に分解可能に接続できる差し込み接点を備えている。
【００５３】
　最終的に、両外部電極を壁の外面に固定式に取り付けていなく、むしろこの場合に電圧
供給ユニットの接続電線と固定式に接続されている両外部電極を、物品を処理するために
直接に壁の外面に接近移動させることを可能とする。これも若干の使用の場合に有効であ
る。確かにここで、壁の外面に対する外部電極の非常に正確な位置決めが実施されなけれ
ばならないという問題を提供する。無論、この位置決めは外部から実施でき、それにより
簡単な形式で、電極と壁の外面の間に空隙が生じないことが保証できる。さらに、このた
めに、壁の外面には位置決めに対する外部電極の目印付けが設けられ得る。代用として、
壁の外面には内部電極の正確な位置を示す目印付けも設けられ得る。
【００５４】
　しかしながら、好ましくは、両外部電極が壁の外面に固定式に配置されていることが企
図されている。
【００５５】
　この発明の別の好ましい構成によると、壁は収容室に対する閉鎖可能な出入口を有する
。この種の出入口は例えばドアにより形成され得て、このドアは例えば旋回自在に或いは
移動自在にこの場合に特に固定式に形成された壁に取り付けられる。代用として出入口は
スライドファスナーにより形成され得て、これは、壁が例えばバック状のスライドファス
ナーを備えた容器を形成するならば、特に有効である。
【００５６】
　最終的に分離可能な蓋を有する箱状或いはコップ状容器の収容室を形成する可能性も生
じる。装置が例えば果実の輸送のために知られているように、その上面で柔軟な合成樹脂
箔により閉鎖される下シェルを有するという可能性が考慮される。
【００５７】
　出入口は単に一回閉鎖できるが、しかし再び開放可能に構成され得る。
【００５８】
　この発明の好ましい構成によると、壁は部分的に或いは全体的に柔軟に形成されている
。壁が全体的に柔軟に形成されている場合には、例えばバック状容器を備える可能性が生
じる。少なくとも部分的に或いは全体的に設けられ得る壁の柔軟な構成は、装置が必要と
されないならば、装置を保存するためにほんの僅かな場所の必要性の利点をもたらす。装
置は例えば折り重ねられる、或いは折り畳まれる。その外に、柔軟な壁は収容室内部の異
なる大きさ容積を可能とできるので、例えば収容室内部の圧力の上昇によって収容室の容
積の増加が達成できる。これは、影領域が物品の処理の際に例えばオゾンにより或いは紫
外線照射により回避されるべきであるならば、特に好ましいので、全表面に沿う物品の処
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理が可能となる。
【００５９】
　しかし、壁の柔軟な構成との代用として、壁が実質的に剛性に形成されることが設けら
れ得る。これは、所定物品の場合に、例えば医学的器具或いは装置の場合に、この物品の
先行技術の保存装置が既に剛性壁を備えるならば、ある環境の下で好ましい。この発明は
、二つの外部電極と一つの内部電極を備えている気泡包装による装置を可能とする。
【００６０】
　この発明の装置が少なくとも二つの外部電極と一つの内部電極を有しなければならない
ことに注目すべきである。この場合には、補助的別電極、例えば別の内部電極と別の対の
この内部電極に対して配置された外部電極を備えることが企図され得る。
【００６１】
　この発明の別の好ましい構成によると、内部電極の内面及び縁辺又はそのいずれか一方
が収容室内で自由に露出されている。内部電極の少なくとも辺が自由に、つまり開放して
配置されていること、即ちこの電極が絶縁材料層により覆われていないことによって、放
電が表面放電の形態で発生され得る。同時に、この幾何学形状は、放電が収容室に遮蔽さ
れないで点火することを可能とする。それ故に、放電は、これが例えば特許文献12による
図１の実施例に設けられるように、カバーにより本来の収容室に比べて遮蔽されない。こ
れは処理の効率を上昇させる。
【００６２】
　この発明の別の好ましい構成によると、内部電極は両外部電極に対して、内部電極から
外部電極への垂直投射の場合に内部電極の輪郭が実質的に全体的に外部電極の輪郭の内部
に存在するように、位置決めされ且つ寸法とされる。このために、特に内部電極と両外部
電極は互いに直接に対向位置して配置されていて、単に収容室の絶縁壁が互いに分離され
ていることに注目すべきである。両外部電極は互いに引き離して配置され、分離した接続
電線により電圧供給ユニットと接続されている。内部電極は特に二つのヘッドを有し、例
えば実質的にバーベル状に形成され、この場合に両ヘッドが狭いバーを介して互いに電気
的に接続されている。両ヘッドの面はそれぞれに連動された外部電極の面より小さい。内
部電極を外部電極へ垂直に投射したならば、内部電極の輪郭が実質的に全体的に両外部電
極の内部に存在する。この場合には、「実質的に」という表現は細い結合バーがこの考察
では考慮されていないままであることを考慮すべきである。
【００６３】
　この発明の別の好ましい構成によると、内部電極、特に内部電極の少なくとも一つのヘ
ッドは多数の方向変更箇所をもつ輪郭を有する。この発明の構成は内部電極の特別に長い
縁辺を可能とするので、放電の特に長い遷移領域が生じる。これにより、大量のオゾンや
紫外線照射が発生される。
【００６４】
　この場合には、方向変更箇所として、縁辺に沿って移行されるか、またはそれ自体に縁
辺の曲率を変更するならば、方向を特に突然に変更しなければならない箇所が特徴付けら
れる。
【００６５】
　特に外部電極と内部電極は一つの対称平面に関して対称的に形成されている。無論、こ
れは、強制的に必要とされていない。両外部電極と内部電極は非対称的に形成され得る。
　　　
【００６６】
　この発明の別の好ましい構成によると、収容室の内部には室外部より高い圧力が支配さ
れる。これは物品全表面に沿って物品の処理を可能とする。
【００６７】
　この発明の別の好ましい構成によると、収容室の内部には放電の作動の際に５０ｈｐＡ
と１５０ｈｐＡの間の圧力、特に大気圧が支配される。これは、費用のかかる真空装備な
しに装置の作動を可能とするので、割安な製造と装置の割安な作動とが可能となる。
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【００６８】
　この発明の別の好ましい構成によると、収容室の内部には補助的に処理すべき物品に対
して酸素含有ガスを含有するガス混合物が含有されている。これは、放電によってオゾン
の発生を可能とする。
【００６９】
　この発明の別の好ましい構成によると、収容室内の水蒸気含有量は特に水蒸気の供給に
よって上昇されている。これはオゾン処理の効率の改良を可能とする。
【００７０】
　この発明の好ましい構成によると、内部電極は直接に特に空隙を残すことなしに壁に取
り付けられる。この形式では一方では収容室の壁に内部電極を特別に簡単に組立てること
が可能である、というのは、分離した固定要素が必要であることなしに、内部電極が例え
ば貼り付けられ、蒸着され、印刷される或いは何か他の方法で直接に壁に固定され得るか
らである。さらに、壁に内部電極を直接に取り付けることは、無論、外部電極に対して内
部電極の非常に正確な位置決めを可能とする、というのは、外部電極からの内部電極の間
隔が壁の壁厚によって設けられているからである。この場合には、この壁厚は例えば壁の
製造工程に基づいて非常に狭い公差内で知られており、予め決定できる。それ故に、放電
の物理的パラメータは非常に精密に予め決定され得る。
【００７１】
　一様に且つこれと無関係に同じ理由から、外部電極が直接に特に空隙を残すことなしに
壁の外面に取り付けられるならば、好ましい。
【００７２】
　この発明の別の好ましい構成によると、電極は金属、特に銀、金、特殊鋼、アルミニュ
ーム、錫或いは銅から、或いはこれらの金属の少なくとも一つをもつ合金から成る。この
発明の構成は、一回使用包装として形成された装置の場合には、例えば銅のような容易に
酸化可能な金属が考慮されることを考慮している。
【００７３】
　この発明の別の好ましい構成によると、少なくとも一つの電極が壁に貼り付けられる金
属箔により形成されている。
【００７４】
　代用として、少なくとも一つの電極が壁に印刷されて、蒸着される、或いはスパッター
方法で塗布されている。これは、電極の特別に簡単且つ割安な製造を可能とする。
【００７５】
　電極は壁の外面に例えば筆跡として印刷され得る。
【００７６】
　電極は壁に、特に包装として形成された壁に固定できる、特に貼り付けできるラベルの
構成部材として形成され得る。
【００７７】
　ラベルは例えば例えば電極の合成樹脂包装から成る。代用としてラベルは繊維材料或い
は紙材或いは厚紙材料から形成され、又は例えばサンドイッチ構造の様式に応じて異なる
材料の組合せを包含する。
【００７８】
　電極はラベルの構成部材として金属箔により形成され得る。特にラベルが複数の材料層
から成る場合には、電極は材料層の一つに取り付けられ得る、例えば貼り付けられ、蒸着
され、印刷されるか、又はスパッター蒸着され得る。
【００７９】
　ラベルは壁に接着によって或いは他の適した固定手段によって、場合によっては熱的溶
着によって固定され得る。例えば合成樹脂箔から成る包装として形成された壁の場合には
、特に電極を有するラベルを包装に貼り付けることが好ましい。
【００８０】
　ラベルはその外面に、例えば印刷されている認証番号或いは充填番号或いはバーコード
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を支持し得る。このラベルには表示手段、例えばリトマス試験紙が付属されていて、この
表示手段は物品の処理状態、例えば物品の達成された滅菌度合を表示する。この表示手段
は例えばオゾン用のマーカーとしても形成され得て、このマーカーは所定の処理状態の達
成のために或いは化学的処理の実施後に色カバーを示す。
【００８１】
　特に電極が貼付け可能な要素、例えばラベルの構成部材である場合には、電極は特に簡
単且つ割安な形式にて製造され、壁に固定されている。同時に物品の包装として形成され
た壁の場合には特別に薄い包装材料が選定され得る。壁の熱的負荷はプラズマの作動の際
に電極の付近で最大であるから、ラベルの厚さの適切な選択によって包装の平均熱的負荷
はこの領域において減少され得る。それによりプラズマが包装の損傷を生じ得るまで、プ
ラズマはより長く作動され得る。ラベルの適切な厚さ構成によって壁自体は非常に薄い、
破壊的熱負荷の危険がプラズマの作動の際に生じることなしに、例えば５０μｍの壁厚を
もつ包装箔として形成され得る。
【００８２】
　電極或いは電極を有するラベルが共通作業工程における装置によって壁の両面に、特に
包装箔の両面に取り付けられるならば、壁に電極を特に好ましく確実に且つ簡単に固定す
ることが行なわれる。例えば電極を取り付ける装置は二つの移動可能なスタンプを備えて
おり、そのスタンプの間に壁が配置されている。このスタンプはその自由な互いに移動で
きる端部において取り付けるべき電極或いはラベルを有する。電極或いはラベルが壁と接
触するまで、スタンプは壁の両面に当達される。壁に電極或いはラベルを接着固定の場合
には電極或いはラベルがその接着面により予め壁に移動される。
【００８３】
　スタンプは必要な押圧により電極或いはラベルを直接に壁面に印刷される。浮き出し印
刷も場合によっては熱的効果の助けによっても可能である。
【００８４】
　共通の装置による共通の作業工程において壁に電極或いはラベルを取り付けることによ
って、壁に電極を互いに相対的に軽減した位置決めが可能である。電極の互いの相対位置
はそのような装置によって特に簡単な形式で達成でき、非常に正確な程度に予め決定でき
る。
【００８５】
　全電極、即ち内部電極及び外部電極はラベルの構成部材として形成されていることは、
特に好ましい。この場合には、両外部電極は共通のラベルにより支持され得る。
【００８６】
　この発明の別の好ましい構成によると、少なくとも一つの電極が電気を伝導して光学的
に透明な、つまり光透過性材料から成る。このために、例えばインジウム錫酸化物（ＩＴ
Ｏ＝インジウムチタン酸化物）或いは比較可能な材料、特に金属酸化物が問題である。電
気伝導して光学的に透明な、つまり光透過性の材料は、例えばガラス瓶或いは透明な合成
樹脂箔のような透明な或いは透き通った容器の場合には、これら電極が任意の形態に光学
的に省略されるか、或いは全く光学的に妨害して配置されることなしに、内外部電極を設
ける可能性を提供する。
【００８７】
　この発明の別の好ましい構成によると、両外部電極の間には０．５と２０ｋＶの間の交
流電圧が１００Ｈｚと１００ＭＨｚの間、特に１と３０ｋＨｚの間の周波数を備えて印加
されている。これは特に効率的プラズマ発生を可能として、単に割安な電圧供給ユニット
を必要とする。
【００８８】
　この発明の別の好ましい構成によると、放電が表面障壁放電である。これは特に効率的
オゾン発生とそれと共に物品の特別に効率的処理とを可能とする。
【００８９】
　この発明の別の好ましい構成によると、収容室の内部には表示手段が配置されており、
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その表示手段は物品の処理状態を示す。例えば表示手段はリトマス紙により準備され、そ
のリトマス紙は物品の達成された滅菌度合を例えば現行ＰＨ値などの表示によって示す。
他の処理状態も示され得る。表示装置は特に完全に閉鎖されている収容室内部に存在する
ことが好ましい。それ故に、処理状態を確認するために収容室内部に配置された物品への
直接的作用はなくても済むので、収容室は例えば一回使用包装の形態では、所望の滅菌度
合が達成されているか否かを確認するために、開放される必要がない。
【００９０】
　この発明の別の利点は、引用されていない従属請求項に基づいて並びに図に示された多
数の実施例の次の詳細な説明から明らかになる。
【００９１】
　この発明の装置は図３と図４の実施例に基づいてその全体を符号１０で示される。これ
に関して、見易さや簡単にするために異なる図における同じ或いは比較可能な部材或いは
要素が同じ符号により部分的に小さいアルファベットを添えて表示されることに注目すべ
きである。
【００９２】
　この発明の装置が記載される前に、まず最初に図１に基づいて容積放電の機能原理が記
載される。
【００９３】
　図１は、表面電極として形成されている第一電極１ａを示す。この電極に対向位置して
実質的に同じ大きさの第二電極１ｂが配置されているので、プレートコンデンサの種類の
配列が生じる。各電極には一つの絶縁障壁２ａ、２ｂが付属されており、これら絶縁障壁
はそれぞれに両電極１ａ、１ｂの間に配置されている。一つの層或いは一枚のプレートの
絶縁材料から成る絶縁障壁２ａは第一電極１ａであり、第二絶縁障壁２ｂは第二電極１ｂ
に付属され、それぞれにこの第二電極に固定されている。両電極は接続電線３ａ、３ｂを
介して電圧供給ユニット４と接続されている。これは交流電圧を発生させるので、両電極
１ａ、１ｂは異なる電位である。
【００９４】
　周波数と電圧の適切な選択の場合には、絶縁障壁２ａ、２ｂの間にプラズマ５の形態の
放電が発生する。このプラズマは簡略化された観察の場合に電極が互いに最も短い間隔を
有するそれぞれに両電極１ａ、１ｂの間の領域に生じる。このプラズマ５は容積を充填す
る、それ故に、この種の放電では容積放電を話題にする。この場合には、両電極１ａ、１
ｂが互いに非常に正確に位置きめされるのが重要である、というのは、目標位置のそれぞ
れの偏差が異なる間隔を導き、それ故に、プラズマ５の異なる構成も導く。
【００９５】
　図２に基づいて、まず最初に一般にこの発明の装置に使用される表面放電の原理が記載
されるべきである。さらに、接続電線３ａ、３ｂを介して交流電圧を第一電極１ａと第二
対の電極１ｂ、１ｃに与える電圧供給ユニットが設けられている。それ故に、電極１ｂ、
１ｃは同じ電位であり、それ故に、電極１ａは他の電位である。
【００９６】
　電極１ａと電極１ｂ、１ｃの間に一つの絶縁障壁２が配置されている。両電極１ｂ、１
ｃが互いに間隔を置いていることに注目すべきである。
【００９７】
　周波数と電圧の適切な選択の場合には、実質的に電極１ｂ、１ｃの縁に沿って遷移領域
、即ち表面プラズマ５ａ或いは５ｂの形態の放電が発生する。放電が実質的に電極１ｂ、
１ｃの縁辺に沿って生じるから、人は容積プラズマを話題にしなく、むしろ表面放電を話
題にする。
【００９８】
　図３に基づいて今やこの発明の装置１０が説明されるべきである：
　装置１０は図３により概略的横断面図に図示され、床部材１２ａ、蓋部材１２ｃ、左側
面部材１２ｄと右側面部材１２ｂを備える壁１１を包含する。この壁１１はその壁部材１
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２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄにより任意の物品の収容室１３を限定して形成する。図３
は例として示された長方形物品１４を示し、この物品は直接に蓋壁１２ｃに当接する。例
として示された物品１４はこの場合には例えば蓋壁１２ｃに固定され得る。物品１４が単
にルーズに収容室１４に収納される場合には、この物品１４は重力を考慮して壁１１の蓋
部材１２ｃに載置できる。この場合には、図３はヘッドを示し、これは無論次の観察と説
明にとってとるに足らない。
【００９９】
　補足的に、収容室がすべての面で包囲されていることに注目すべきである。それ故に、
壁１１には図示されていない前壁部材が付属されている。壁１１の後壁部材が図３に示さ
れ、１２ｅで示される。
【０１００】
　壁１１は合成樹脂或いは任意の他の絶縁材料から形成され得る。特に壁１１はその全周
辺に沿って一定壁厚Ｗを有する。これは無論必要ではない。
【０１０１】
　壁１１は柔軟な材料から形成されるか、または比較的に堅く形成され得る。これは装置
１０の使用目的に依存している。
【０１０２】
　図３の実施例では、まず最初に簡略化のために、壁１１が比較的堅い材料からなると仮
定される。
【０１０３】
　図３では、壁１１の外面１５には第一外部電極１６ａと第二部電極１６ｂが取り付けら
れて固定されていることが認識される。両電極１６ａ、１６ｂと壁１１の外面１５の間に
は空隙が残っていなく、むしろ両電極１６ａ、１６ｂが直接に壁１１の外面１５に取り付
けられることに注目すべきである。
【０１０４】
　両電極１６ａ、１６ｂは電圧供給ユニット１８の付属接続電線１７ａ、１７ｂを介して
適した周波数と適した電位の交流電圧を供給される。それぞれの電圧供給電線１７ａ、１
７ｂの自由端１９ａ、１９ｂは対応する電極１６ａ、１６ｂと分離可能に電気接触されて
いる。
【０１０５】
　外面１５に対向位置する壁１１の内面２０には、内部電極２１が取り付けられる。この
内部電極２１は、電極２１と壁１１の間に空隙が残ることなしに、直接に壁１１の内面２
０に固定されている。
【０１０６】
　端１９ａ、１９ｂが付属電極１６ａ、１６ｂと分離可能であるから、壁１１は壁に固定
された電極１６ａ、１６ｂ、２１と収容室１３の内部に配置された物品（例えば１４）に
よろ操作可能なユニットを形成する。それ故に、この装置１０は物品１４の輸送装置或い
は保存装置として適している。装置は必要に応じて、必要であって、収容室１３の内部に
存在する物品の処理が行われるときに、電圧供給ユニット１８の接続電線１７ａ、１７ｂ
と接続されている。
【０１０７】
　装置が作動状態であるならば、内部電極２１の辺２２ａ、２２ｂに沿って放電が発生し
、しかも、表面放電、つまり遷移領域の種類のプラズマが発生する。生じる遷移領域は図
３に点線で示され、２３により示される。見易くするために図３ａにおいて遷移領域２３
が線影で概略的に図示され、この図は内部電極２１と外部電極１６ａの図３に関して左縁
領域の拡大切断面を概略的に示す。縁辺に沿う遷移領域の種類の発生したプラズマは糸状
プラズマであり、つまりＡＰＧプラズマではなく、それ故に、グロープラズマでない。収
容室１３の内部の放電２３の発生によって、オゾンと紫外線照射が発生される。オゾンと
紫外線照射は次に作用物質と呼ばれている。この作用物質は収容室１３にある物品１４と
共働して、この物品を例えば滅菌し、消毒し、殺菌し得る。他の処理種類も、どんな物品
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が重要であるかに応じて、且つ収容室１３にあるガス或いはガス混合物に依存して、考慮
できる。それで、収容室１３にある物品１４の漂白、酸化或いはそのような表面修正が考
慮できる。
【０１０８】
　内部電極２１が両外部電極１６ａ、１６ｂに対する容量的に連結された逆電極を意味す
ることに注目すべきである。それ故に、内部電極２１は電圧供給ユニットの収容室１３の
外部に配置されたなんらかの電圧供給電線と接続されていない。内部電極２１はそれと完
全に無関係である。電極には電圧が専ら外部電極１６ａ、１６ｂを介して誘導される。
【０１０９】
　内部電極２１と両外部電極１６ａ、１６ｂは直接に壁１１に固定されていることによっ
て、電極１６ａ、１６ｂ、２１の位置は互いに相対的に一義的に予め決定される。図３に
よる二重矢印ｙの方向に電極相互の確定すべき間隔は、壁１１の壁厚ｗ（図３ａ）に基づ
いてこの領域に精密に定義されている。それ故に、表面放電２３は非常に正確な程度に予
め決定され得る。
【０１１０】
　装置１０の壁１１の壁厚ｗを所望の表面放電２３の必要要件に適合させる可能性が存在
することに注目すべきである。多方、電極幾何学形状の変更によって、室壁１１の現行の
変更しない壁厚ｗが考慮され得る。両外部電極１６ａ、１６ｂは平面Ｅに沿って互いの間
隔ｘだけ間隔を置いている。この間隔ｘは、電極１６ａ、１６ｂ間の破壊放電が阻止され
るように選定されている。必要な場合には、両電極１６ａと１６ｂの間にも図３に図示さ
れていない絶縁物が配置され得る。
【０１１１】
　図４はこの発明の装置１０の第二実施例を示し、実施例では装置の壁１１が第一壁部分
１１ａと第二壁部分１１ｂから成り立つ。この第一壁部分１１ａは例えば比較的に堅く或
いは剛性に形成され、一種の支持板を準備し得る。第二壁部分１１ｂは柔軟な包装、例え
ば箔により準備され得る。両壁部分１１ａ、１１ｂは結合領域２４ａと２４ｂの領域にお
いて互いに固定式に連結される、例えば溶接されるので、物品１４の完全に閉鎖された収
容室１３が準備されている。さらに、図４には長方形の形態の物品１４が単に非常に概略
的に示されている。
【０１１２】
　電極１６ａと１６ｂの配列は図３による電極配列と比較できるので、この明細書にはこ
の代わりに放棄されている。特性として図４による実施例では、装置１０に送風ユニット
２５が付属されおり、この送風ユニットは接続パイプ２６と支持板１１ａの通過開口２７
を通して空気を収容室１３内に送り込む。通過開口２７は弁によって再び閉鎖できるので
、物品１４の処理後に装置の完全ガス密度或いはガス不透過性が達成できる。
【０１１３】
　空気の吹き付けを、柔軟な壁１１ｂが物品１４の上面２８から取り除かれ得ることで可
能とするので、物品１４が全ての面で空気により包囲されている。これは、物品１４の表
面の均一な処理を必要とする。
【０１１４】
　重力に基づき物品１４がほぼ強制的に材料範囲により壁部分１１ａの内面に載置するの
で、図４は単に概略的に理解すべきであることに注目すべきである。補足的にこの装置は
例えば篩或いは振動器によって処理中に移動され得ることが引用されるので、物品１４の
それぞれに異なる範囲が壁１１の内面に載置するので、同様に物品の均一或いはより均一
な処理が可能となることが配慮されている。
【０１１５】
　図４の実施例による室にガスを送るのに代えて、且つ収容室１３における過圧の発生に
よって同じ効果が壁１１の外部に負圧が発生されることによって達成され得る。　
【０１１６】
　最終的に、送風機２５、接続区間２６と通過開口２７を介して特にガス或いはガス混合
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物が部分的に別の作用物質が収容室１３に導入され得ることが注目されるべきである。こ
れは特に表面修正では重要である。図４による装置の場合にも、外部電極１６ａと１６ｂ
から接続電線１７ａ、１７ｂの端部１９ａ、１９ｂの分離が企てられるので、装置１０は
分離可能に電圧供給ユニット１８と接続でき、そして物品１４の輸送装置或いは収容装置
として用いられ得る操作可能なユニットを意味する。
【０１１７】
　図５と図６に基づき、今や電極の幾何学形状も説明される：
　図５と図６は、図４の観察矢印に沿うそれぞれ一つの投射図を示し、この場合には、単
に内部電極２１と外部電極１６ａと１６ｂが示されている。言い換えると、壁１１ｂ、物
品１４と壁部分１１ａは見易くするために省略されている。
【０１１８】
　図５は、内部電極２１が実質的にバーベル状に形成されていて、狭い結合バー３０を介
して互いに連結されている第一ヘッド２９ａと第二ヘッド２９ｂを有する。両外部電極１
６ａと１６ｂは実質的に長方形に形成されていて、互いに間隔ｘだけ互いに間隔を置いて
いる。内部電極２１及び両外部電極１６ａ、１６ｂは対称平面Ｓに沿って対称的に配置さ
れている。　
【０１１９】
　図６から、両外部電極１６ａ、１６ｂの各々が辺長さＩをもつ長方形を意味することが
明らかである。各内部電極２１の各ヘッド２９ａ、２９ｂは実質的に丸くなった隅をもつ
長方形に一致し、この長方形は辺長さＺを有する。ＺはＩより短いので、各ヘッド２９ａ
、２９ｂの投射面が外部電極１６ａ、１６ｂの内部にある。内部電極２１の輪郭は３１に
より表され、外部電極１６ａ、１６ｂの輪郭は３２により表される。
【０１２０】
　内部電極２１の輪郭３１が結合バー３０の輪郭にまで完全に外部電極１６ａ、１６ｂの
輪郭３２の内部にあるから、遷移領域２３（図３）が収容室１３の内部に生じる。遷移領
域の長さが実質的に内部電極２１の対応する縁辺３１、２２ａ、２２ｂの長さに比例する
ことが重要である。図５は、内部電極２１のバーベル構造に基づいて無論特に長く形成さ
れていない縁辺３１を明瞭化する。図６による内部電極２１の別の実施例は二重クリスマ
スツリー構造状或いはシダの葉状構造の内部電極２１を示し、この構造では内部電極２１
の縁辺或いは輪郭３１が多数の方向変更箇所３３ａ、３３ｂを備えている。これは、縁辺
３１に沿って移行する場合にその方向を変更し、つまり例えば右曲線から左曲線への曲率
が交換する箇所、或いは方向が急に不連続箇所によって特にジグザグに変更する箇所であ
る。それ故に、図６による内部電極２１の場合に特に長い縁辺３１が生じて、この縁辺は
特に長い遷移領域２３とそれと共に大部分のオゾンと紫外線照射の発生を保証する。
【０１２１】
　鋸歯状或いは代わりに蛇行状に形成され得ることが特に重要である。この場合には、電
極輪郭の構造を与えることは平面Ｅに沿ってのみ重要である。
【０１２２】
　さらに、図示されていない内部電極２１は一連の開口を有する。それ故に、例えば図５
による電極２１の各ヘッドは多数の穿孔状開口を備えているので、縁領域の辺長さは明ら
かに増加される。これによって、オゾン発生がさらに改良され得る。
【０１２３】
　電極寸法はミリメータ或いはセンチメータの範囲にある。装置１０の寸法が小さければ
小さいほど、電極面も小さく選定され得る。
【０１２４】
　図３と図４の実施例は、柔軟な壁を有する装置１０並びに実質的に堅く形成されている
壁を有する装置に関する。柔軟な装置では、例えば柔軟な合成樹脂バック或いは財布の壁
を形成することが考慮でき、これらバック或いは財布はスライドファスナーによって収容
室１３に対する出入開口を準備する。この方法では例えば医者のプラクテスにおいて医療
装置が難なく収容室１３に収納されていて、収容室はスライドファスナーによって閉鎖さ
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【０１２５】
　代わりに壁１１が比較的堅い材料から形成されていて、この場合には、収納室の出入開
口がドア、フラップ、蓋などにより形成されている。
【０１２６】
　最終的にそのような装置が考慮されっており、例えば図４に示されるように、室が耐久
的にしっかりと且つ完全に壁１１から閉鎖され、溶接箇所２４ａ，２４ｂが示されている
。この場合には、例えば食料品用の従来の輸送包装は箔溶接機などにより閉鎖され得る。
この発明の装置は既に完全に包装された物品の処理や室壁が収納室を完全に閉鎖する時点
までの処理を可能とする。
【０１２７】
　収納室１３内部の湿度含有量は壁１１の閉鎖前やそれによる物品の処理前に例えば簡単
な形式で壁１１の内面が水蒸気で洗浄されることによって上昇され得る。上昇した水蒸気
含有量がオゾン発生を効率的に構成できる。
【０１２８】
　すべての実施例の場合には、互いにの電極１６ａ、１６ｂと２１の間隔の選択及び一様
に電圧の選択が特に重要であるので、専ら収容室１３の内部にガス放電を生じ、収容室１
３の外部には生じない。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】先行技術の装置における容積放電の機能原理を純粋な概略的表示で示す。
【図２】表面放電の機能原理を一様な概略的横断面表示で示す。
【図３】この発明の装置の第一実施例を概略的表示で示す。
【図３ａ】図３の概略的拡大切断表示を示す。
【図４】この発明の装置の第二実施例を図３と類似の表示で示す。
【図５】図４による装置の電極配列を図４における観察矢印Ｖによる投射図で示す。
【図６】この発明の電極配列の第二実施例を図５による表示で示す。
【符号の説明】
【０１３０】
　１ａ，１ｂ．．．電極
　２２ｂ．．．絶縁障壁
　５　　　．．．．プラズマ
　１０　　．．．．装置
　１１　　．．．．壁
　１３　　．．．．収容室
　１４　　．．．．物品
　１５　　．．．．外面
　１６ａ，１６ｂ．．．外部電極
　２１　　．．．．内部電極
　２３　　．．．．遷移領域
　２５　　．．．．送風機
　２６　　．．．．導管
　２７　　．．．．穿孔
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【図１】

【図２】

【図３】

【図３ａ】 【図４】

【図５】
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